
【目次】

＜公文レター＞情報化と近代文明 4●公文俊平――――――
＜トピック＞ビジネスモデル特許の功罪●青柳武彦――――――1212121212

＜ IECP読書会レポート＞『プロダクト・リアライゼーション戦略
3次元情報技術が製品開発組織に与える影響』竹田陽子著●小林寛三――――――18

＜エッセイ＞私、ナプスターの味方です●池田信夫――――――19
＜今月のGLOCOM Review＞『「品川区地域活性化・情報プラットフォーム」の開発実証』

西山裕・田尾宏文著●土屋大洋――――――20
インフォメーション――――――21

［智場］
GLOCOM月報「智場」No. 56　2000年7月10日発行

＜公文レター＞No. 53

情報化と近代文明4
公文俊平

07・08

1





GLOCOM月報「智場」No. 56

1

●公文レター

情報化と近代文明 4
公文俊平（所長）

第3章：内からの経済成長と
情報化

第1節：情報化のグローバル・パス
とグローカル・パス

　先の第二章では、現在進行中の情報化（広義

の情報化）には、三つの側面があると指摘した。す

なわち、第二次産業革命および第三次産業革命

としての側面と、第一次情報革命としての側面が

それである。

　これから21世紀の初頭にかけて、第二次産業

革命は、成熟からさらに爛熟とでもいうべき局面に

さしかかっていくだろう。すなわち、各種の機械、と

りわけ消費者用機械（耐久消費財）がますますコ

ンピュータ化すると同時に、通信ネットワークに常

時接続しているようになっていくだろう。そこから家

電の“情報家電”化といった見方が出てくる。1

しかし、現在の情報化を、過去の第二次産業革命

の延長として捉えるだけでは不十分である。ある

いは短絡的でさえある。むしろ新しい種類の社会

変化としての、第三次産業革命や第一次情報革

命の方に注目することが重要であり有用である。

そこで、以下では、単純化に過ぎることは承知の

上で、第三次産業革命の流れを“グローバル・パ

ス”と、第一次情報革命の流れを“グローカル・パ

ス”と呼んで互いに対比させてみよう。もちろんこ

の二つの流れは、対立的なもの、二者択一的なも

のというよりは、同時並行的、相互補完的、さらには

相互浸透的なものでさえあるだろう。2

グローバル・パス
　まずグローバル・パスの方から見ていこう。100

年前の、第二次産業革命（重化学工業革命）の出

現から突破にかけての局面を思い起こすならば、

そこで生じていたのは、単に一連の新技術や、そ

れを具現した新産業が台頭したという以上の深

い変化だった。すなわち、電力・電話網や道路網

のような新しい社会的インフラや、株式会社のよう

な新しい大規模経営形態の出現も同時に見られ

た。3 また、農業や軽工業あるいは政府のような既

存の組織が、競って“電化”を推進すると同時に、

重化学工業の生みだした新しい製品やサービス

を自らのビジネス・プロセスに導入するための“リ

エンジニアリング”を行ったのである。

　同じことは、現在にも当然あてはまる。つまり、第

三次産業革命の突破を成功させるためには、新し

いインフラと、新しい経営および産業組織の形態、

そして新しい技術や財・サービスの“ビジネス利

用”こそが、緊急不可欠なのである。新しいインフ

ラの中心は、“インターネット”あるいはその進化形

態としての“光と無線の広帯域IPネットワーク”で

あろう。その中核をなすものが、これまでのリング

型（SONET）に代わるメッシュ型のトポロジーをも

つ光ファイバ幹線網と、その上で光スイッチや光

の対称多重化・非多重化装置を使って実現され

る高密度波長多重型の全光通信であり、それを補

完する役割を果たすのが、広帯域の光無線通信

と次世代のセルラー・ネットワークになる。4

　新しい経営形態とは、自立・分散・協調的な“モ

ジュール・ネットワーク型経営組織”やオープンな

標準とプラットフォームを前提とする、“レヤー別産

業組織”であろう。そして、情報通信技術や財・

サービスのビジネス利用の中心は、少なくとも今後
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当分の間、インターネットのプロトコル（IP）を企業

内の“イントラネット”や企業間の“イクストラネット”

として縦横に活用した、“e-ビジネス”なかんずく企

業対企業の“B2B”におかれるだろう。5

　また、第三次産業革命の開始という観点からす

れば、そこでの主導産業となる情報通信産業自身

についても、そのあり方は、これまでの音声中心か

つ1対1の双方向通信システムとしての電話ネット

ワークや、動画像中心かつ一対多の一方向通信

システムとしての放送ネットワークが、単に部分的

に進化したり融合したりするだけでは到底すまな

いという認識が得られるはずである。急激に進化

していくのは、これまでは小さな脇役にすぎなかっ

た機械間通信が中心で多対多常時接続型のデ

ジタル“データ通信”システムであって、いずれは

その上に、これまでの電話や放送の機能も、載せ

ようと思えば容易に、また極めて安い費用で、載せ

ることが可能になるのである。たとえば、あと数年も

すれば、企業のPBX電話のほとんどは、企業内

LANを通じて受発信する“IP電話に”なってしまう

だろう。あるいは放送の世界にも、従来のアナログ

放送をデジタル化するのではなくて、放送それ自

体をインターネットの仕組みの上に載せた“IPマル

チキャスト”が台頭してくるだろう。

　さらにいえば、第三次産業革命自体が出現から

突破の局面へと移っていく中で、コンピュータ（と

そのハードウエアやソフトウエア）主導から、通信

ネットワーク（とその上でのサービス）主導への転

換が起こるだろう。たとえば、パソコンその他の情

報通信機器にどのようなOSが使われているかは

第二義的な問題にすぎなくなり、むしろその間の

相互接続性、相互運用可能性の有無が重要に

なってくるだろう。ソフトウエアや情報コンテントも、

パッケージとして販売されるのではなく、一定額の

使用料を払いつつ必要に応じてネットワークから

ダウンロードしてきて使う、あるいはネットワークか

ら自動的に提供されるようになるだろう。

　ところで、現在が第三次産業革命の初期局面、

すなわち出現からようやく突破に向かいつつある

ところで、まだ成熟にいたるにはほど遠い局面に

あるとすれば、ここでいう“グローバル・パス”の主

要な利用者は、依然として大都市中心型の既存

ないし新興の大組織（政府や多国籍企業）であっ

て、それが提供するサービスの中心も、これらの組

織が利用するイントラネットやイクストラネットのた

めのものになることは当然であろう。

　それでは、このような利用者のために、グローバ

ル・パスではどのような情報通信サービスが提供

されるのだろうか。最近急速に普及し始めたのは、

1990年代の初めにインターネットが民間に開放さ

れる中で登場してきた、インターネットへの接続

サービスの提供者であるISP（インターネット・サー

ビス・プロバイダ）が、いまやASP（アプリケーショ

ン・サービス・プロバイダ）という呼び方がふさわし

い方向に向かって自己再組織しつつあるという見

方である。

　とはいうものの、それでは「アプリケーション・

サービス」なるものの具体的な中身が何であるか

という点をめぐっては、議論はまだ十分収束して

いない。私には、むしろとりあえずNSP（ネットワー

ク・サービス・プロバイダ）とでも総称しておく方が

より適切なように思われるが、ここでは、それらの

侃々諤々の議論の中でもとくに注目する価値があ

ると思われる二つの見方を、まず紹介してみよう。

その一つがESP（エクストラネット・サービス・プロ

バイダ）としての側面を指摘するデービッド・ウィリ

スの見方 6 であり、もう一つがMSP（メタサービス・

プロバイダ）としての側面を指摘するケビン・ワー

バックの見方である。7

　ウィリスは、情報技術部門はいまや、自社の社

員でさえない人 （々契約者、取引先、情報のシェア

に関心を持つ競争相手など）までサポートしサー

ビスしなければならなくなったとして、これまでの

“企業ネットワーク”の範囲の拡大にまず注目す

る。そこでのサービスの具体的内容は、電子メー

ル、電子会議、文書通有、ファイアーウォールの後

ろにあるアプリケーションやデータへの接続などだ

が、それらすべてを自社内で行うには限度がある

ので、いずれは共通のイクストラネット・プラット

フォームを使って、公衆網からアウトソースするよう
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になるだろうと考え、そのようなサービスに特化し

たプロバイダのことをESP（エクストラネット・サービ

ス・プロバイダ）と呼ぼうと提唱している。

　ESPは第一に、ウェブ・ホスティングのような標準

的IPサービスを企業向けに提供するが、そのため

にもしっかりしたデータ・センターのインフラや、伝

統的なアウトソーサーが持つ最良のサービス・マ

ネジメント経験が必要とされる。また、混雑した公

衆用接続点のいくつかを利用するだけにとどまら

ず、大きな広がりと容量をもつバックボーンを介し

たインターネット接続が必要になる。さらに、最大手

のISPたちとの間でピアリング協定を行って、できる

限り広い範囲へのトラフィックの円滑な伝送をユー

ザー企業に対して保証しなければならない。でない

とアウトソースする意味がなくなるからである。

　しかし、これからのESPに期待されるサービス

は、そうしたホスティング・サービスだけにとどまら

ない。それに加えて、セキュリティ管理も必要にな

る。セキュリティ管理とは、強度なデジタル認証や

「関心（を共有する人々）のコミュニティ」のための

PKI （public key infrastructure）提供サービスなど

を指す。また、もう一つ不可欠なのは、個々のユー

ザー企業にとっての公衆網の上でのVPN（Virtual

Private Network）のマネジメントである。イクストラ

ネットの多様なユーザーたちは、電話によるダイヤ

ルアップや専用線による広帯域アクセスなど、さま

ざまな形でVPNにアクセスしてこようとするだろう

から、アクセス形態をどれか一つに決めてしまうこ

とはできない。だからすべてのアクセス形態に対

するサポートが必要になる。そして、そこからさらに

進んで、さまざまな個別アプリケーション・サービス

やディレクトリー・サービスも要求されるようになっ

ていくだろう。ただし、現状ではこれらの多様な

サービスのすべてを単独で提供してくれるESPは

まだ出現していない。したがって、今、強力なイク

ストラネットを作って活用しようと思えば、いくつか

のプロバイダのサービスをまとめるしかない、とい

うのがウィリスの結論である。しかし、いずれこの

状況は改善され、本格的なESPの出現が見られる

ようになるというのが彼の見通しである。

1 現在は、コンピュータ化もさることながら、ネットワー
ク化の方がより顕著な傾向だとすれば“情報家
電”というよりは、“ネット家電”というべきだとか、い
や、家庭で共同使用するよりは、一人一人が自分
用の機械を持つようになっていくのだから“ネット
個電”というべきだといった意見もある。これらは、
本文で見た第三次産業革命や第一次情報革命
の側面にも留意した見方だと言えるだろうが、基
本的に第二次産業革命の延長線上に新しい事
態の展開を理解しようとしているという点では、不
満が残る。

2 そしてもちろん、第二次産業革命の流れもまた、グ
ローバル・パスおよびグローカル・パスとは同時並
行し、相互補完および相互浸透的だといってよい。

3 第二次産業革命の後発国ロシアでの革命を“共
産主義”によって推進しようとしたレーニンが、「共
産主義とはソビエト＋電化だ」と規定したことは有
名である。これをもじっていえば、「情報文明とは智
業＋インターネットだ」ということもできそうである。

4 これによって、IPのパケットがATMやSONETのよう
な高価な装置を経由することなしに、直接光ファ
イバの上を流れる“IP over glass”が実現する。そ
の先のコンピュータが、これまでのような電子的な
装置として残り続けるか、それともコンピュータま
で光化するかについては、識者の意見は分かれ
ている。また、“最後の1マイル”のアクセス網部分
まで比較的早い時期に光化して、いわゆる
“FTTH（ファイバ・ツー・ザ・ホーム”が実現するの
か、それともまだ当分（少なくとも5年から10年）は、
既存の電話線や同軸ケーブルを利用した各種の
DSLやケーブルモデムによる広帯域（より正確に
は中帯域）通信が主流を占め続けるかについて
も、意見は分かれている。カナダや北欧はともかく、
少なくともアメリカに関する限り、既存の電話会社
はようやくDSLサービスの提供に本腰を入れ始め
たところで、FTTHはまだ視野の外にある、それど
ころかまだ当分（少なくとも5年）は、家庭や中小企
業のインターネット・アクセスは、アナログの電話に
よるダイヤルアップが過半数を占めるだろうと予
想されている。他方日本は、全光通信技術の開発
では世界に先鞭をつけたものの、その商用化はま
だほとんどめどさえついていない。IPネットワーク
に特化した光ファイバ網の構築（とりわけメッシュ
型のトポロジーをもつネットワーク）も遅れている。
アクセス網については、NTTは“πシステム”と呼
ばれるPON方式によるFTTH型のネットワーク構築
にコミットしている一方で、中速とさえいえない狭
帯域（個人や中小企業向けには最大144キロビッ
ト／秒、大企業向けには1.5メガビット／秒）の日
本固有の方式によるISDNサービスの維持・拡大
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　ウィリスのこのような議論は、IPネットワークを

使ってビジネスを展開しようと思う企業ユーザー

の立場からのものである。要するに、トラックを使っ

たビジネスをしようと思う企業にとっては、自動車

道路があるだけでは足りなくて、ガソリンスタンド

から修理センター、交通管制サービスから道路情

報サービス、さらにはハイウェーパトロールや駐車

場や配送センター、等々のサービスが必要になる

という議論と同じことである。

　これに対し、ケビン・ワーバックは、インターネット

での通信サービスを提供するキャリアやコンテン

ト・プロバイダの大手にとって、ネットワークの急激

な拡大が生み出すボトルネックを解消するため

の、新しい種類のネットワーク・サービスが緊急に必

要とされるようになったという観点から、MSP（メタ

サービス・プロバイダ）の台頭について論じている。

　ワーバックによれば、インターネットの急激な成

長に対処するには、通信帯域や機器の情報処理

能力を増やすだけでは到底足りない。ユーザー数

やトラフィック量が爆発的に増えた 8 だけでなく、今

や多くのユーザーが広帯域のパイプをもつように

なりつつあるからだ。とりわけ難問は、彼らの多くが

同時に同じサイトにアクセスしようとする場合に、こ

れをどう処理するかだ。それに対する最初の答え

が、アクーマイ社が先頭を切って始めた「コンテン

ト分散サービス」に他ならない。単に「インターネッ

ト・データ・センター」に置かれるホスト・サーバーの

能力や数を増やすだけは、ピーク時への対応方

式としては費用がかさみすぎるために、この新

サービスがにわかに注目を集めるようになってき

たのである。

　アクーマイ社の新サービスは、既存のネットワー

クと並行する独自のバーチャルなメタネットワーク

を構築し、その上での新しいサービス（つまり、メタ

サービス）を提供するものである。すなわち、世界

中に多数のサーバーを分散配置し、時々刻々複雑

な計算を超高速で行って、どのサーバーにはどの

ようなコンテントをどのルートを通って送っておくの

が最適かを算出して実行しようというのものであ

る。アクーマイ社のそうしたサービスはめざましい

成功をおさめているが、それにつれて、基本的な

伝送サービスと新付加価値サービスとが分離し

始めた。そこでワーバックは、これをネットワーク・

サービスの分断化の新段階でもあると位置づけ

ている。もちろんこれまでも、ISPによるインターネッ

ト接続サービス、ISPに対する幹線のルーティング・

サービス、ユーザーに対するウェブサイトやアプリ

ケーションのホスティングなどが垂直統合される

のではなくて、それぞれ分離して提供されるように

なってきてはいたのだが、今や情報配信自体が別

個の分散的サービスとして分離され、インターネッ

ト上の新しいレヤーであるバーチャルなエンド・

ツー・エンドのネットワークによって提供されるよう

になりつつあって、そのためのプラットフォームが、

インターネットの価値核となりつつあるという。つま

り、単にネットのパフォーマンスが向上するだけで

なく、ネット上でのパワーのバランスが変化しつつ

あるというのが、ワーバックの主張なのである。9

　ところで、メタサービス・プロバイダの行う新しい

サービスとしては、コンテント分散以外にもさまざま

のものが考えられる。たとえば、商取引支援や広

告、ゲーミングその他のアプリケーションのための

サービスやインフラが、これからどしどし出てくるこ

とだろう。10

　こうして新しく出現してきたメタサービス・プロバ

イダたちは、インターネットの縁とかコアでなく、別

の平面（メタネットワーク）に位置している。彼らが

提供するメタサービスは、インターネットそのものの

オペレーティング・システム（OS）、つまりその上に

他の種類のサービスやアプリケーションを載せる

ための基本的プラットフォーム、の一部として進化

していくことだろう。

　では、ここでいうグローバル・パスそのものの構

築・運用主体は誰であろうか。恐らくその中心にな

るのは、20世紀型の大企業よりはむしろ、第三次産

業革命の中で広汎に成立してくる、レヤー別分業

の原則に立脚したモジュール・ネットワーク型の企

業群や、それらが構成する“プラットフォーム”型の

産業組織になるのではないだろうか。確かに、1990

年代の一時期、とくに米国やカナダなどで新しい
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通信法が成立して通信事業に競争が導入される

中で、まず顕著に見られたのは、データから動画

像、パイプからコンテントの提供にいたる多種多様

な情報通信サービスを全体として“バンドル”し、

“グローバル”に“エンド・ツー・エンド”で、しかも

“ワンストップ・ショッピング”で提供するという新し

い集中・合併、垂直統合の動きだった。しかし、今

になって振り返ってみると、そうした垂直統合型の

グローバルな巨大情報通信コングロマリットは、第

二次産業革命時代の意識を引きずった過渡的な

試みにすぎなかったように思われる。これらの巨大

企業は、マイクロソフトの分割命令や、ワールドコ

ムとスプリントの合併不許可の動きなどが示すよう

に、一方において政府（とりわけ米国政府）の反独

占政策による淘汰圧力にさらされている。他方に

おいては、昨年秋の“シアトルの戦い”や、今年に

入っての巨大ウェブサイトへの攻撃などが示すよ

うに、智民（ネティズン）からの反資本主義攻撃の

標的ともなっている。しかし、かりにそうした圧力が

ない場合でも、これらの巨大企業は早晩、新型の

企業や産業組織との競争に敗れて没落していく

運命にあるように思われる。

　ただし、新たに台頭してくるスタートアップ企業

群が、これまでのインターネットの伝統をそのまま

継承した、関係者の合意に基づいて形成される

オープンな標準 11 に立脚した、相互接続・運用の

可能なネットワークを自動的に作り上げていくとい

う保証はない。現に、“メタサービス”というコンセプ

トを提唱したワーバック自身、今生まれつつあるイ

ンターネット上の新しいレヤーとしての“メタネット

ワーク”は、そのまま放置されれば私有型（プロプ

ライァタリー）の標準に立脚した、閉鎖的な“インテ

リジェント・ネットワーク”として発展していく可能性

が高いという懸念を表明して、適切な政策的規制

の必要を説いている。ワーバックによれば、イン

ターネット上に生れたメタネットワークは、かつて電

話のシステム上に生れた信号網（SS7）に似ている

が、全く同じというわけではない。SS7は、音声イン

フラの上にかぶせられたプロプライァタリーなパ

ケット交換ネットワークであって、物理的なリンクも

にこだわり続けている。ケーブルモデムの普及は、
CATV網自体の普及が遅れた分、米国やカナダ
に比べると遅れが目立っているが、電話線を利用
したDSLとなると、その遅れはさらにはなはだしい。

5 実際、1980年代の情報化論議の中では、情報化
の進展は、まず“ビジネスの情報化”から始まり、そ
れに“社会の情報化”（政府、病院、学校等）が続
き、“家庭や個人の情報化”はようやくその後に
なって起こるだろうと見通されていた。それが、
1990年代のインターネットの普及拡大過程で、一
方ではさまざまな“ハッカー”の活躍と、他方では
“ウェブ”が開いたかに見えた対消費者ビジネス
の可能性のために、“B2C”もしくは“C2C”が一気
に立ち上がるのではないかとか、20世紀の家電
がそのまま進化して21世紀の情報家電にいたる
のではないかといった幻想が、一時期広がってい
たように思われる。

6 David Willis, Divining an ESP Strategy, Network
Computing - CMP via COMTEX, Jan 22, 2000.

7 Kevin Werbach, Meta Service Provider: The
Internet's SS7 Network. Release 1.0, Dec 15,
1999.

8 たとえばインターネット上の最大のポータルである
ヤフーのサイトからは、現在1日4億、月100億ペー
ジがダウンロードされているし、ヤフーに匹敵する
もう一つの巨大サイトを運用しているAOLでは、
その2300万人の会員うちの160万人ほどが同じ瞬
間にアクセスしてくる。

9 ただし、コンテント分散サービスに対するワーバッ
クのこのような見方に対しては、若干の異論もあ
る。ジョージ・ギルダーは、将来、帯域と貯域（ス
トーレッジ）の拡大が一段と進めば、アクーマイ社
が行っているような最適経路計算は不要になり、
むしろミラー・イメージ社が行っているような多数
のミラー・サーバーの分散配置だけで済むように
なると予想している。George Gilder, "The
Storewidth Paradigm,"GTR, Nov 1999.

10 カナダのゼロ・ナレッジ・システムズ社が1999年
の初めに発表し、年末からサービスを開始した、
匿名および偽名でのインターネット通信のための
「フリーダム」サービスは、その具体的な一例であ
る。同社はそのために特別のサーバーを25ヶ国
150カ所に設置し、独自のバーチャル・ネットワーク
をインターネットの上にかぶせた。同社はこの「フ
リーダム」サービスを、五つの偽名付きで年間
$49.95の使用料で売り出している。
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通信プロトコルも電話の音声チャネルとは別に

なっている。しかし、インターネットの場合は、どちら

も同じIPインフラの上で動いている。しかも、イン

ターネットのこのバーチャル・レヤーは、通信のコン

テント自体を運んでいるばかりか、インターネットそ

れ自体のオープンなプロトコルの上に構築された

分散的システムになっている。ただし今のところは

そうであっても、それが将来ともオープンであり続

けるかどうかは未定という他ない。インターネットが

オープンで分散的なシステムとして出現してきた

という過去の経緯は、それが今後もそのようなシス

テムであり続けることの保証にはならないからだ。

だから、未来のインターネットをオープンで分散的

なものにしたければ、「アンレギュレーション」では

なくて、適切な政策的介入が必要だというのが、

ワーバックの主張である。12

　問題は他にもある。もしもグローバル・パスの追

求が、もっぱら私企業によって、市場での自由な競

争を通じて試みられる場合には、企業の投資は、

現に、あるいはごく近い将来に、大きな需要が見込

まれる地域や部門に集中するだろう。その直接の

結果は、国の内外での情報力や経済力の格差、

すなわち“デジタル・ディバイド”の拡大であろう。

現在の日本は、先に見たような“情報家電”型の機

器やサービスを別にした本来の第三次産業革命

の進展の面では、米欧の情報化先進国はもちろ

ん、一部の途上国に対しても、すでに大きな差をつ

けられている。13 同時に、このところようやく本格化

しつつある格差解消努力のほとんどは、インター

ネット・データ・センターの構築やインターネット広

帯域アクセス・サービス提供の試みなどに見られ

るように、大都市、とりわけ東京に集中している。つ

まり、このままで行けば、国内の“デジタル・ディバイ

ド”が今後一気に拡大する恐れがある。だからと

いって、“社会主義型”の中央政府主導による計

画的な格差解消の試みは、実行可能性という点で

も有効性という点でも疑問が多い。

　だとすれば、中央政府主導ではない形の、グ

ローバル・パスに代わる、あるいは少なくともそれ

を補完しうるような経路を探してみる必要がある。

その有力な候補になりうると思われるのが、次に見

るグローカル・パスである。

グローカル・パス
　ここで、視点を地域コミュニティに移してみよう。

個 の々地域コミュニティにとって、グローバル・パス

が情報化への外からの道、つまり外から始まった

変化がそれを通じて地域コミュニティの内部にも

及んでくる経路であるとすれば、グローカル・パス

は、知的エンパワーメントを基盤とする意識や行動

様式の変化を経験しつつある智民たちが、同じく

知的エンパワーメントを達成しつつある政府（とく

に地域の自治体）や企業（とくに地場の企業や

SOHO）との協働を通じて構築し利用する、いうな

らば地域コミュニティの“内からの”情報化を推進

するための経路である。もちろん、そのことは、個々

の地域コミュニティが閉鎖し孤立化することを意

味するものではない。むしろ逆である。個 の々地域

コミュニティは、自分自身の中だけではなく、自分

たち自身を互いに結びつけるような、分散協調的

な知の通有と協働のシステムを作り上げるのであ

る。言い換えれば、各地域に構築される情報通信

ネットワーク、すなわちCAN（コミュニティ・エリア・

ネットワーク）は、インターネットのインフラやプロトコ

ルを通有して、相互運用が可能な形で相互に接

続されるのである。

　このようなグローカル・パスのための情報通信イ

ンフラは、次のようないくつかの特性をもっているこ

とが要求される。第一に、それは、地域コミュニティ

のすべてのメンバーのための多対多の双方向通

信のニーズを満たすものでなければならない。し

たがって、ネットワークが常時接続型のものでなけ

ればならないことは当然として、通信速度も上り・

下りが対称型でなくてはならない。コミュニティのメ

ンバーは、情報の受け手であると同時に、いやそ

れ以上に、情報の出し手となることを望んでいる

からである。14 第二に、地域コミュニティの通信需

要は、ジョージ・ギルダーのいう“通信の局所性の

法則”に従っている。つまり、大まかに見て、コミュ

ニティ内の通信が８、コミュニティ外との通信が２の
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比重を占める。同じことは、たとえば家庭内や職場

内の通信と、その外との通信の比重についてもお

おむね妥当するだろう。15 そうだとすれば、LANや

CANを構成する通信パイプの帯域は十分に大き

いものでなくてはならない。幹線の太さが最大で、

末端にいくほどパイプは細くなるというイメージは、

とりわけグローカル・パスについてはそぐわないも

のになる。

　グローカル・パスのための情報通信インフラの

具体的な構築は、ネットワークの中心ではなく、そ

の縁から、あるいは家庭やオフィスのLAN（ローカ

ル・エリア・ネットワーク）から出発する形をとる。そ

して、グローバル・パスの視点からする（ネットワー

クの中心あるいは幹線部分から最終ユーザーの

端末機器にいたる）“最後の1マイル”に対して、

（LANから外に出ていく）“最初の1マイル”あるい

は“最初の100フィート”という視点が強調される。

　つまり、自宅の、自分の会社のオフィスの、自分

の村や町の、さまざまなコンピュータや情報通信デ

バイスを、とりあえずLANの形で相互につないで

局所的なネットワークにしようとするところから出発

する。そうするとその中では当然、何十メガとか何

ギガといった高速で通信できる。そして次に、それ

らのLAN同士を、たとえば光ファイバのメッシュや

広帯域の無線（電波もしくは光）でつないで、CAN

（コミュニティ・エリア・ネットワーク）を作る。一つの

地域コミュニティ全体をカバーするようなネットワー

ク、あるいはさらに、いくつかのコミュニティをつな

ぐネットワークを作る。それらをさらにお互い同士

つないでいって、広域のWAN（ワイド・エリア・ネッ

トワーク）にしていこうとするのである。

　しかも、そうするためのLANの線や機器、それ

からLAN同士をつなぐための光ファイバや光通信

のデバイスは、誰か通信事業者に敷設してもらう

のではなくて、基本的に自前で設置する。自分た

ちの力だけでは足りないなら、自治体や政府と協

力してやろうとする。もちろん一緒に協働してくれ

る企業（とりわけ電力、ガス、水道などの公益事業

体）があればなお結構だけれども、基本的に自前

で構築し、所有していようと考えるのである。もちろ

11 国家間の協定によって成立し、一般に勧告ない
し強制される標準のことをデ・ジューレ（de jure）な
標準といい、市場での競争の結果として広く受け
入れられるられるようになっていく標準のことをデ・
ファクト（de facto）な標準と呼ぶとすれば、関係者
間の討議と合意に基づいて形成される標準のこ
とはデ・コンセンスー（de consensu）な標準と呼ぶ
のが適切だろう。

12 ワーバックは、電話のシステムとの比較で、この点
をさらに立ち入って考えてみようとしている。電話
会社は、SS7のネットワーク上に、その高度な機能
をコントロールするためのプラットフォームとなるソ
フトウエア・レヤーを置き、それをIN（インテリジェ
ント・ネットワーク）と名付けた。そして、これによっ
て電話のネットワークが革新的な新サービスに対
して開かれることを期待したのだが、それは失敗
に終わった。そこで政府は、1980年代から1990年
代にかけて、この部分をこじ開けて、それを「アン
バンドル」して既存の電話会社のサービスと相互
接続したり、競争相手（VANプロバイダ等）も自分
の高度サービスを開発したりできるようにしようと
した。これがONA（Open Network Architecture）決
定であり、このONAは、議会が1996年通信法に規
定したアンバンドリング要求のモデルとなった。だ
が、結果的にはONAもまた失敗に終わった。電話
会社の方は「アンバンドリング要求は煩雑で費用
がかかりすぎる」と苦情を言い、競争相手の方は
「電話会社が自分たちの足をひっぱり、本当に欲
しい機能にはアクセスさせてくれない」と不満を述
べた。そこでFCCは、さらにそれに加えていろいろ
の細かな規則や技術上の命令を出したものの、
電話におけるONAの枠組みを使って競争的な新
サービスを作り出せた企業はほとんどなかったの
である。

13 たとえば、電話の相互接続料金引き下げをめぐる
日米交渉の米国側の代表者、リチャード・フィッ
シャー氏は、NTTの高い料金のおかげで、日本は
「情報時代に歩みいるという面では、米国やヨー
ロッパ、韓国はもちろん、ラテンアメリカ諸国からさ
えも、はるかに遅れている。デジタル・ディバイドは
すでに存在し、日本はその底にいるのだ」と述べ
たという。（Peter Lqnders, "U.S. Says It May Bring
WTO Case Against Japan for Telecom Fees," The
Wall Street Journal. March 24, 20000.

14 その意味では、上り・下りの速度が非対称で、下り
が優先されているケーブルモデムやADSLは、視
聴者が情報を一方的な受け手にとどまっている
マスメディア時代の尻尾を引きずっている。した
がって、グローカル・パスのためのインフラとして
は不適切といわざるをえない。
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んその場合でも、そうして作られたシステムの運

用や保守は通信会社に委託するということは十分

考えられるし、どうせ線を引くのだから、一度にたく

さん引いておいて、余った分は有料で貸すとかし

ようとする。それがグローカル・パスを支える基本

的な哲学である。16

　そして今日では、意欲や経済力だけでなく、こう

したアプローチを支える有力な技術もまた、本格

的に展開し始めている。その一つが、人口密度の

大きくない農村部向きの、構築費用も運用費用も

ごく低廉な、高速広帯域無線LANの技術であり、

今ひとつが高速イーサーネットの技術である。後

者は、いまのところ銅線を使って10メガから100メ

ガ、さらにはギガビット／秒の伝送速度を実現して

いるが、これがあと2、3年のうちに光ファイバで結

ばれた10ギガビット・イーサーネットとして展開でき

るようになる。このすばらしいところは、LANから

CAN、さらにはWANにいたるまで、基本的に同じ

技術、同じ標準で構築できることである。現在はま

だ標準化が限られた範囲のネットワークについて

しか進んでいないけれども、やがて直径にして数

十キロから数百キロの範囲をカバーする10ギガ

ビット・イーサーネットが、容易に展開できるようにな

るはずである。そうなると、さらにその先に見えてく

るのが、ローカルなネットワークから出発したグ

ローカル・パスが、基本的にボトムアップで協調的

なアプローチによって、LAN・CAN・WANの間の

技術的・構造的な境界のない同質的なネットワー

クとなって、一つの社会全体に広がっていくという

ビジョンである。

　このように、自分たちの身の回りから出発して遠

くまで広げていくという方向を追求するというの

が、グローカル・パスの王道である。ただしその場

合に、必ずしも厳密な意味でのボトム・アップであ

る必要はないというか、一種のトップダウン型のア

プローチもありうるのではないかという議論が各地

で見られる。たとえばスウェーデンでは、国や首都

（ストックホルム市）の主導で、全国に及ぶ全光

ネットワークの建設が計画されている。カナダの

CA*netプロジェクトは、典型的な官民協働型のア

プローチをとっていると同時に、トップダウンでの

幹線建設とボトムアップでの出資者所有型の“コ

ンドミニアム・ファイバ”の敷設を並行して進めて

いる。アメリカには、電力会社のような公益事業体

が積極的な役割を果たすようになることへの期待

がある。

　確かに、どの地域にも電気は電話以上に普及し

ている。コミュニティのほとんど全戸が電力会社の

顧客である。つまり、電力会社は、どの家計では誰

がどういう職業をもち、どんな家族構成で、どのくら

いの電力をいつ使っているかといったたぐいの個

人情報を、比較的容易に入手できる立場にある。

そうすると、そこが通信も兼業するとなれば、課金

の自動化やメーターの自動読みとりから、各種の

家電機器や情報通信機器の集中制御や遠隔運

用なども含めて、新しくかつ有用なさまざまのサー

ビスが提供可能になるだろうと考えられる。それに

電力会社は、すでに大量の光ファイバを自前で敷

設し、通信事業者に貸したりもしている。さらにい

えば、ことによると、既設の電力線、とりわけ家庭や

オフィス内に入ってきている部分を、広帯域ないし

中帯域の通信回線としても利用できるようになる

かもしれない。もちろん、電気の通っている銅線を

通信回線としても利用しようとすれば、ノイズの発

生等対処すべきさまざまな技術的ハードルがある

が、現在でも１メガビット／秒程度通信速度なら実

用化に耐えることが分かっている。あるいは、もっと

速い20数メガビット／秒くらいまでの双方向通信

が可能になったので、とりあえず10メガビット／秒

を月額数千円というサービスで、通信事業者が計

画している同種のサービスと競争しうる形で提供

しようとしている会社（アンビエント社）もある。さら

に驚くべき例としては、通電している電力線の周

囲に発生する磁界を利用して、2.５ギガビット／秒

もの高速通信を可能にしたと主張している会社

（メディアフュージョン社）さえ出現している。

　そこまで行くと話が大きくなりすぎるが、ともかく

電力会社やその他の公益事業体が、グローカル・

パス型の地域情報化のひとつの主要な担い手に

なる可能性は大いにあるだろう。もちろん、それと
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ボトム・アップのアプローチとを組み合わせることも

考えられるし、電力会社が旗振り役になって地域

の通信会社や地方政府を糾合して広帯域通信

サービスを展開しようとする動きも、現にアメリカで

は起こっている。いずれ日本でも本格化すると思

われる電力事業の自由化の流れは、さらにそれに

拍車をかけることになるだろう。17

　それはそれとして、グローカル・パスの上で考え

られるのは、そこに新しいタイプのサービス・プロ

バイダが成立する可能性である。ここではそれを、

“CANサービス・プロバイダ（CSP）”とひとまず呼

んでおくことにしよう。CSPが、一方で地域の情報

通信インフラ作りにかかわる可能性をもっているの

はいうまでもないとして、ここでとくに強調したいの

は、対個人サービスと対コミュニティ・サービスで

ある。そして対個人サービスの中で可能性がとり

わけ高いように思われるのが、個人情報の保護と、

個人に代わって行う購買代行サービスである。

　その意味はこうである。ネットワークの上には近

年、さまざまな“ドット・コム”企業が立ち上がって、

個人を相手にする、いわゆる、BtoCビジネスがさま

ざまな形で試みられてきた。しかし期待したほどに

そうしたビジネスが伸びていないのは、会社と取

引すると個人情報を取られてしまう、悪用されてし

まうという恐れが原因の一つになっているとみられ

ている。私自身も、ついこの間まで、洋書は

amazon.comから買うことにしていた。そして、

amazon.comにアクセスするたびに、私の過去の

購買行動のデータに照らして「あなたのような人に

はこういった本がお気に召すのではないか」と

いっていろんな本を推薦してくれる。しかも、かなり

の大幅な割引価格を提示してくれることにすっか

り満足していた。だがある日、ふと気が付いたの

は、もしもamazon.comが、私ならこの種の本を喜ん

で買うだろうと知っているのであれば、その私に対

しては割引率をそんなに大きくすることはない、む

しろ他の人の平均購入価格の1割や2割位高くし

ても、私なら喜んで買うだろうと考えていたとして

も、当然といえば当然ではないかということだっ

た。もしもその可能性があるとすれば、私としては、

amazon.comが推薦してくれた本は他のオンライン

書店ではいくらで買えるのか調べてみたくなった

としても、これまた当然ではないだろうか。そこから

もう一歩進むと、私は、ネットワーク上で動く“エー

ジェント”（たとえば“eボット”というエージェントが

すでに存在している）を使っていろんな書店をま

わらせて、もっとも安い値段をオファーしている店

をみつけて、そこで買えばよいということになるだ

ろう。現にアメリカでは、すでにそうしている人がい

るために、amazon.comとしては対抗上、eボットが

自社のサイトに入ってきたらこれをシャットアウトす

るといった方策を講じているという。そうすると今

度は、それではその防壁を乗り越えていけるよう

な、より強力なエージェントを開発しよう、利用しよ

うという人が出てくるだろう。

　amazon.comはまた、最近もう一つの問題を引き

起こした。それは、ワンクリック・ショッピングという

注文の仕方、つまり顧客の過去の購買データやそ

の他の個人情報を同社のサーバーに蓄積してお

いて、次には、買いたい商品を選んでマウスを一

回クリックするだけで、注文手続きを全部完了する

という仕組みについてビジネスモデル特許を取

り、その独占をはかっていることである。しかし、こ

のような仕組みはとくに高級なものでもなんでもな

15 人間同士の会話やテレビの視聴がコミュニケー
ションの中心になると考えていたのでは、ここでい
う“通信の局所性”の法則はいささか誇張に過ぎ
ると思われるかもしれない。しかし、たとえば家庭
内のLANには、それぞれが通信機能を持った数
十、数百の多種多様なデバイスが接続されてい
て、それぞれが四六時中情報を送り合っていると
想像してみれば、この法則のいわんとするところ
がより理解しやすくなるだろう。

16 類似の考え方を表明した米国の文献としては、
Deborah Hurley and James H. Keller, eds., The
First 100 Feet: Options for Internet and Broadband
Access. The MIT Press, 1999の序論がある。

17 しかし他方では、電力会社は電話会社以上に独
占慣れしているために、通信事業に参入するにし
ても、どうも動きが鈍いとか、官僚的にすぎるという
批判もあることは事実である。
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く、誰だって考えつくようなことで、ほとんど公知の

仕組みだといってもいい。アメリカ特許庁は、どうし

てそんなものに特許を認めたのか、これはアメリカ

特許庁がネットワークに関していかに無知である

かを証明する出来事であるといって憤慨している

人もいるほどである。だがそれはともかく、

amazon.comは事実としてこの仕組みについてビ

ジネスモデル特許を取得し、それをもとにして、同

様な販売方式を採用している競争相手の書店を

訴えたりもしているために、それに対してネティズ

ンたちの反感が盛り上がっている。そこで「みんな

でamazon.comをボイコットしよう」といった趣旨の

檄文がメールになって飛んできたりすることにな

る。そうなると、私も考えこんでしまわざるをえない。

少なくともamazon.comが反省するまで、サイトに

行って見るのはともかく、そこから本を買うことは控

えようという気になる。

　そういった経験をすると、いったんはうまく成立

したかに見えたオンライン書店とその顧客との間

の相互信頼関係は、必ずしも安定的に持続しえな

い性質のものにすぎなかったことに気づく。とりあ

えずはあるドット・コムを信頼して、その忠実な顧

客になっていたけれども、ある時、その関係を乱

用、悪用されていたこと、あるいはそうされる可能

性があることに気づく。そうなると、このままではい

けないなと思うようになる。現にたとえば、ダブルク

リックという会社は、自社が集めた個人情報を乱

用しているという理由で、その顧客から訴訟を起

こされている。そうなってしまうと、このようなビジネ

スモデルは壊れてしまうだろう。

　それでは今後、個人情報の取得と利用を前提と

した、個人相手のオンライン商取引はどうなってい

くのだろうか。もちろんその答えは、まだ容易には

出せない。だが、一つ考えられる可能性は、新しい

タイプのサービス・プロバイダが地域に出現してく

ることである。それは、基本的には非営利の事業

体であって、そこがまず個人のあるいは消費者の

立場にたつことを宣言して、その人たちの個人情

報は集めるけれども、それは直接そのままの形で

は絶対に外には出さないと約束する。そして私が

オンラインで買い物したいと思ったときには、直接
売り手のサイトに行くのではなくて、まずこのプロバ

イダのサイトに行って注文を出す。そうすると、この

プロバイダが私の代わりに買い物に行ってくれる

のである。たとえばamazon.comのサイトに行って、

適当な個人名を名乗って、あるいは誰かのエー

ジェントであると告げた上でクライエントの個人名

は明らかにしないままで、「かくかくの分野に興味

があり、これまでにこんな本を買っているのだが、

あなたはどんな本を推薦するか、それをどんな値

段で提供してくれるか」とか質問する。そこで条件

が折り合えば、あるいは他にもいくつかのサイトを

まわって、もっとも良い条件の売り手を見つけたと

ころで、このプロバイダは目的の本を購入し、私に

それを譲り渡すのである。そうすれば、最終の買い

手が私だということは、このプロバイダしか知らな

い。つまりもとの売り手にはわからないことになる。

もとの売り手にわかるのはたかだか、世の中には

かくかくしかじかの趣味や関心を持ち、過去にこん

な購買行動を取った買い手がどこかにいるらしい

ということだけである。このようなプロバイダが私の

エージェントを務めてくれる限り、相互の信頼関係

はかなり安定的に築いていけるのではないだろう

か。もちろん私がこのプロバイダのサービスに対し

て、しかるべき手数料を払うことは当然である。

　以上はこのプロバイダが行う購買代行業とでも

呼ぶべきサービスの一例だが、このよう考え方を

更に発展させれば、新しい福祉社会のビジョンの

ようなものを作ることも可能になりはしないかと思え

てくる。すなわち、それぞれの地域に足をおいた

“顔の見える”プロバイダが、その地域のコミュニ

ティのメンバーを自分の会員として持ち、互いに

しっかりした信頼関係を築くというか、一種のコミュ

ニティ自体を自分が世話役になって組織して、そ

れこそ揺り籠から墓場までの多種多様なサービス

をしかるべき料金ないし会費を取って提供するこ

とによって、そのプロバイダも存続できれば、会員も

満足することが可能になるのではないだろうか。

たとえば、このプロバイダを通じていろんな保育園

の評判を聞いて、自分の子供のために最適なとこ
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ろを紹介してもらう。あるいは学校や塾、病院など
についても同じようなことをしてもらう。さらに、就職

について、転職について、結婚について、退職に

ついて、生涯学習の仕方について、資産の管理に

ついて等 、々それこそ私の日々の生活のありとあ

らゆる面で、私に代わって情報を取ったり集めた

り、なすべき各種の行為の提案や代行までしても

らう。そういう非営利のNPO、あるいは私の言葉で

いう「智業」、こういうものがグローカル・パスの展

開に伴って、今後各地域コミュニティの中に出てく

る可能性は、十分考えられそうである。

　さらに、より狭い意味での対コミュニティのサー

ビスとしては、たとえば“エコマネー”のような新し

いタイプの局地的通貨を発行することがある。す

なわち、これまでは売れる（つまり他の財やサービ

スと交換できる）などとは到底考えられていなかっ

たような各種の個人的な財やサービスを、そうした

通貨を媒介として交換可能なものにし、そのコミュ

ニティの中で、あるいはいくつかのコミュニティの

間で流通させることによって新しい経済発展を

図っていく。あるいはエネルギーや食料の地域的

な自給と流通のシステムを作る。また、そういう方

向をめざす活動を組織するとか、そのために役立

つ各種のサービスをも提供するようなプロバイダ

のあり方も考えられる。それについては節をあらた

めてより詳しく見ていくことにしよう。

http://www.glocom.ac.jp/top/publication.j.html
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突然の訴訟合戦

　米国では、1999年にいたって突然のようにビジ

ネスモデル特許に関する訴訟合戦が始まった。ビ

ジネスモデル特許はビジネスを遂行する手法、す

なわち、アイデア全体に対して与えられる特許で

ある。したがって個別のソフトウェア、ハードウェア

等システム構成要素の如何にかかわりなく成立す

るのでカバー範囲が極めて広く、侵害事件が起こ

りやすい。

　10月にはアマゾン・ドット・コム社がネットワーク

上の販売方法に関するワンクリック特許1に関し

て、ライバル企業であるバーンズ＆ノーブル社の

行っているサービス2「エキスプレスレーン」が特許

権侵害であるとして提訴した。同じく10月、プライ

スライン社はエクスペディア社が提供する「ホテ

ル・プライス・マッチャー」がリバースオークション3

特許を侵害しているとして、同社及びその親会社

のマイクロソフト社を連邦地裁に提訴した。

　リバースオークションとは、買い手が希望する買

い値を提示、多数の売り手が売り値を申し出て競

合し、提示された希望買い値または最低の買い

値を申し出たものがこれを落札するというもので

ある。単なる引き合いではなく確定申し込みであ

るから、これを引き受ける人が出てきたら契約は成

立する。

　この他にも多くの訴訟が行われており、最近で

は、いささか泥沼合戦の様相を呈している。

日本へも飛び火

　この問題は対岸の火事ではなくなった。最近、

㈱インターナショナルサイエンティフィックがイン

ターネット上に次のような告示を出して話題を呼ん

でいる。曰く、「インターネット上でIDとパスワードを

使い、接続に対して時間単位の課金、コンテンツ

販売、ショッピングモールを運営している方は、弊

社のビジネスモデル特許に抵触します（後略）」。

同社は、既に米国特許及び日本国特許を取得済

みとのことである。もし法律的問題もすべてクリア

されてこの通りに実行されると、ほとんどのISPによ

るサービス及びインターネット上の電子商取引の

多くのケースが該当してしまうので、極めて莫大な

金額の利害衝突が起こることになる。

批判の嵐

　こうして、ビジネスモデル特許権者が、次 に々競

合者を相手取って侵害訴訟を起こしている現実

に対して、米国のネットワーク利用者から電子商取

引の健全な発展を阻害するものとして猛烈な批判

が吹き出た。現実に米国のB to C マーケットでは、

既に上位7社4による寡占化が進行中であり、その

手段は、IPOにより獲得した豊富な資金によるマー

ケティングと、このビジネスモデル特許による競争

制限的行為なのである。例えば、アマゾン・ドット・

コム社は「ちょっとした工夫」に過ぎない特許を振り

かざして、同様な工夫をしているライバル企業の

システムを差し止めてしまった。このような行為は

フェアではないし、健全な競争を阻害すると市民

の反感を買うことになり、ボイコット運動までが起

こってしまった。

　このような消費者の動きに恐れをなしたためか

どうかは不明だが、アマゾン・ドット・コム社のベゾ

ス会長は次の3点を提唱している。

①特許は少数、上質、短期（3～5年）を原則とする

②認定に際して1ヶ月の公告期間を設ける

③既存の特許にも新規定を遡及適用する

③は、法の安定性を阻害することになるので困難

●トピック

ビジネスモデル特許の功罪
青柳武彦（教授）
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であるが他は一考に価する。しかしベゾス会長が

既に取得した特許を返上したとか、誰にでも安価

に提供することに方針を変更したなどという話を

筆者は聞かない。

米国のプロ・パテント政策

　このような混乱の背景にあるのは、プロ・パテン

ト（知的財産権保護強化）政策を背景とした特許

の対象性の拡大である。もともと米国は建国以来

プロ・パテント政策の国であったが、1929年の大恐

慌以来、大企業による独占の弊害を排除するため

に、およそ半世紀もの間反トラスト法運用を中心と

したアンチ・パテント政策がとられてきた。

　しかし、レーガン政権（1981～89年）時代に米国

産業の国際競争力低下に対する危機感が大きく

なってきた。ジョン・ヤング5はレ－ガン大統領の求

めに応じて「産業競争力に関する大統領諮問委

員会」委員長に就任し、1985年1月、米国の競争力

強化のために「知的財産権保護強化のための国

内法改正の勧告」と「GATT等の多国間交渉、或

いは二国間交渉による国際的な知的財産権保護

の改善の提言」を行った。このヤング・レポートを契

機としてプロ・パテント政策への転換が行われ、

ブッシュ政権及びクリントン政権にも引き継がれ、

1993年には、クリントン大統領の「米国の経済成長

のための技術政策」が発表された。

　こうした流れの中で、1994年に特許商標庁は新

たな審査基準を発表した。新審査基準では特許

適格性の要件が大幅に緩和された。また、新規

性、非自明性（Non Obviousness）、及び記載要件

を中心に審査をすることになった。そのためビジネ

スモデル特許の申請が相次ぎ、特に新設された

「クラス705」6カテゴリーには申請が殺到した。しか

し1998年までは、この権利を行使して侵害訴訟に

踏み切る企業はほとんど現れなかったのである。

ビジネスモデル特許が脚光を

　侵害訴訟の泥沼合戦が始まるきっかけとなった

のは98年の「ハブ＆スポーク特許事件」7の判決で

ある。この判決により、それまで信じられてきた、ビ

ジネス方法は特許の対象にはならいという「ホテ

ル・セキュリティ事件」8の判例が、誤った解釈であ

ることが明らかになった。

　1996年、ステート・ストリート銀行は、ハブ＆ス

ポーク特許の実施権取得を求めて特許権者シグ

ナチュア社と交渉を行っていた。この特許は、複数

の投資信託（ファンド）を自転車の車輪のスポーク

のように、中心のハブに擬せられるポートフォリオに

有機的に結び付ける情報処理システムに関する

ものである。なお、シグナチュア社は本特許を日本

でも出願したが、1999年9月24日付けで拒絶され

ている。拒絶理由は、「出願内容はコンピュータが

本来持っているデ－タ処理機能の一つの利用形

態に過ぎないこと、しかも特定の金融サービス及

びそれに必要な会計・税務処理の要件をそのまま

システム化したに過ぎないから、技術的思想の創

作ということは出来ない」というものである。

　ステート・ストリート銀行は、シグナチュア社との

交渉に行き詰まった結果、一転してビジネス方法

は特許の対象とならないはずと主張、連邦地裁に

特許権無効確認訴訟を提起して勝訴した。シグ

ナチュア社は直ちに米国控訴審巡回裁判所

CAFC9に控訴し、結局、1998年7月23日には本特

許を有効とする判決10を獲得して、逆転勝訴したも

のである。

　CAFCは当該判決の中でホテル・セキュリティ

事件に言及して、「ビジネス方法除外」の判例など

は実は存在しなかったと述べた。すなわちセキュ

リティ事件の判決は、ビジネス方法が特許の対象

たり得ないから無効とされたのではなく、この経理

処理方法は既に社会において公然と知られてい

る実務であるということで新規性に欠けており、か

つ発明とも認められないから無効とされたのであ

ると述べた。ステート・ストリート銀行はさらに合衆

国最高裁判所に対して上告申請を行ったが、

1999年1月13日、最高裁はこれをコメントなしで却

下した。

　これにより、有用で、具体的で、かつ有形的効果

をもたらす性格のビジネスモデルは、特許として

成立することが判例として確定した。
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米国でビジネスモデル特許が注目されている
背景

　米国で、このように世界にさきがけてビジネスモ

デル特許が注目されるにいたったのは、基本的に

は知的財産に関する法律的権利と義務の意識の

高い米国のビジネス社会の風土によるもの、及び

米国の知的財産権保護の姿勢によるものということ

が出来るが、それ以外にもいくつかの事情がある。

　まず米国では弁護士の数が日本とは桁違いに

多く（約92万人もいるため競争が激しい）、彼らは

積極的に特許訴訟の種になりそうな案件を発掘し

てまわる。日本には、弁護士と弁理士を合わせても

約2万人しかいない。しかも、これまでの長い間、自

主規制により広告宣伝活動が出来なかった。もっ

とも、2000年3月に行われた日弁連の臨時総会に

おいてこの制限は撤廃され、原則自由となった11

が現状は急には変わらないだろう。

　次に、ロイヤリティの額が日米において相当な

差があることである。日本においては終戦後、国

が保有していた特許の実施権を平均3%程度の

実施料で与えていたことの延長により、現在でも1

～5％の実施料が相場となっている。さらには手付

金（イニシアル）もほとんどの場合ゼロかそれに近

い低額である。米国の場合、ロイヤリティの額はソ

フトウェアが15～30％、玩具は安くて2.5～4％、医療

品で6～7％というところである12。手付金の額は極

めて大きい。

米国の特許制度

　米国の特許の対象になる発明には、a）特許対

象性、b）有用性、c）新規性、d）非自明性の要件が

揃っていることが必要であるが、これまでにみてき

たように、特許対象性は拡大されつつある。しか

し、審査能力が不足していたために問題の多い

ビジネスモデル特許が多数出現してしまった。こ

のため1999年11月には改正特許法を成立させて、

1年以上前から当該技術を使用している者が侵

害追及をされた場合には抗弁権を認めることとし

た。ただし、当該特許が先行事例を理由として無

効になるというわけではない。

　米国の特許制度の根幹をなすのは、世界に例

をみない先発明主義と非公開主義である。特許

法の精神は発明を保護することであるから、先発

明主義の方が本質に沿っているということはいえ

るが、米国における特許商標法の運用の実態は

出願主義にほぼ等しい側面13もあって、必ずしも真

の発明者を保護しているとはいえない側面もある。

　先発明主義の長所としては、発明が完成してそ

の時期を証明する手段さえあれば、1年以内であ

れば出願を急ぐ必要がないことが挙げられる。短

所としては、発明の先後を明確に決定することが

困難な場合が多いことである。発明日の先後の審

査はインターフェアレンス（抵触審査）により行われ

るが、多大の費用と日数がかかる。有名なポリプロ

ピレン事件においては、いったんはモンテジソン

社が特許を取得したが、最終的には最高裁まで

争った結果、フィリップス社が特許を取得した。

　非公開主義も米国独特のものである。もっとも

1995～96年及び1997～98年に公開制度への移行

を含む法案が議会に提出されたことがある。しか

し、反対派はこの法案をスティール・アメリカン・テ

クノロジー・アクト（米国技術盗用法案）と呼んで

強硬な反対運動を展開したので、審議未了により

廃案になってしまった。

　悪名高いサブマリン特許は、このような先発明

主義と非公開主義の申し子である。水面下で長

期間審査されていた特許案件が、ちょうど潜水艦

のように突然水面に浮上して独占的な特許権を

認められるのでこの名前がある。特許が成立する

まで内容が公開されず、しかも、ごく最近まで、特

許の有効期間は審査にどのくらいの期間かかった

かに関係なしに、一律に「特許付与から」17年間と

いう長期にわたり認められていたという、特異な特

許制度の申し子である。その後、米国も特許の有

効期間は日本、欧州、その他の国と同様に「出願

の時点から」20年とするように改正された。しかし経

過措置があるために継続中の出願については今

後も突然浮上して長期間存続する危険性がある。

　ビジネスモデル特許はカバーする範囲が極め

て広範囲であるから、不十分な審査により先行・公

トピック●ビジネスモデル特許の功罪
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知・公用（公然使用）の技術に特許が認められた

りすると弊害が極めて大きい。その意味で現代の

サブマリン特許ともいうべきである。

日本の特許制度

　日本は対照的に欧州諸国と同じ、先願主義と出

願公開制度をとっている。優先者の決定が容易な

のが利点であるが、形式優先主義に陥るという欠

点がある。先発明主義をとる米国が批判してやま

ない点であるが、米国自身も発明者自身を保護し

ているとはいえない面が多々ある。出願前に開示

された発明は、たとえそれが発明者自身によるも

のであっても新規性を失ってしまうが、特許法第

30条により、6ヶ月以前までに学術発表や刊行物な

どにより開示されたもの等は新規性を失わないこ

とになっている。さらに日本では欧州諸国と足並

みを揃えて、特許出願後には当該審査がどの段

階にあるかにかかわらず、18ヶ月目には内容を公

開してしまう。

　また、日本においても特許対象性は拡大されつ

つある。現行法の骨格をなす1959年（昭和34年）

の改正特許法が想定していたのは、機械、電気回

路、科学的製法などのいわゆる「装置特許」であっ

た。その後の技術的発展の中で特許法の対象と

する範囲も徐 に々変化し、いま、ビジネスモデルも

その範囲に入ってきたものである。1999年6月に特

許庁は「特許から見た金融ビジネス ～日米の金

融技術力格差～」を発表して、その中で事実上ビ

ジネスモデル特許を認める見解を発表した。

　日本の1996年の特許法では、新規性喪失の事

由として「公然知られた発明」、「公然実施された

発明」、及び「日本国内外で頒布された刊行物に

記載された発明」を掲げているのみであったが、

1999年12月に改正が行われ、「電気通信回線を通

じて公衆に利用可能となった発明」が追加され

た。これまでは、インターネット等による開示がこの

新規性喪失事由になるかどうか判然としなかった

ので、表現を改正14して2000年1月1日以降の出願

についてはインターネットにより先行開示されたも

のは特許の対象とはならないことを明確にしたも

のである。

　また、1999年12月に特許庁が発表した「ビジネ

ス関連発明に関する審査取り扱いについて」によ

り、いわゆるビジネスモデル特許についても「ソフ

トウェア関連発明の一形態として捉えることが出来

るものと認識」し、「特定技術分野の審査の運用指

針 第1章コンピューター・ソフトウェア関連発明」に

基づき審査を行っていることを明らかにしている。

　ただし、今後は進歩性の要件を重視するので、

簡単な思いつき程度は対象としない旨を明確にし

て以下の通りに述べている。

「この場合、人間が行っている業務をシステム化

し、コンピューターにより実現しようとすることは、通

常のシステム分析手法及びシステム設計手法を

用いた日常的作業で可能な程度のことであれ

ば、その発明の属する技術の分野における通常

の知識を有する者の通常の創作能力の発揮に当

たることから、進歩性の要件を満たしていないとし

て、特許性が否定されます。一方で、例えば、人為

的な取決めそのものや、これらのみを利用してい

るものなど特許法第２条第１項15に規定する「発明」

に該当しないものは、「ビジネス方法」に該当する

か否かに関わらず、特許の対象とはなりませんの

でご注意下さい」16。さらに、単なる経済法則や経

営手法に基づくビジネスモデルやビジネスアイデ

アは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」

ではないので特許の対象外となることも明記17し

ている。

　また、日米では侵害事件における裁判所の関

与の範囲が異なる。米国では裁判所の特許侵害

訴訟の場で被告が特許権無効の主張を行うこと

が出来るが、日本では特許を認めるという行政行

為には公定力18があるので、特許を有効・無効と

するのは特許庁の専権事項であり、前もって特許

庁の特許有効審決を東京高裁に提訴しておかな

ければならない。ただし2000年4月の富士通vsテ

キサスインスツルメント間の「キルビー特許」裁判

では、最高裁は無効同然と判断される権利に関し

て損害賠償請求を行うのは権利の乱用であると

判決した。無効と判決したわけではないが、実質
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的に解決する道が開けたといって良いだろう。

特許行政の論理とインターネット文化の衝突

　特許行政の論理においては、日米とも先発明主

義、先願主義の違いこそあれ、発明者が何らかの

保護策を自ら欲して積極的に行動を起こす事を

重視している。自ら「努力」して「行動を起こす（出

願する）」者の権利は保護されるが、行動を起こさ

ないものの権利は保護されなくても仕方がないと

いう考え方である。

　また全ての有用で新規性・進歩性（米国では非

自明性）のある発明は、当然、特許出願されて保

護されているはずであるから、特許出願のない発

明は有用でもないし、新規性・進歩性にも欠けると

見なされても仕方がないという考えがある。

このようなドグマがまかり通っている特許行政が、

インターネット文化と相容れないのは当然である。

インターネット文化においては、発明者も開発者も

自らの権利は主張しないで、どんどん提供して多

くの人に役立ててもらおうという市民のボランティ

ア活動が、主要な柱となっている。したがって、有

用で新規性・進歩性がある技術であっても、発明

者は必ずしも特許出願をしているとは限らない。イ

ンターネット文化において育まれた技術について

は「データベースに入っていないから先行技術で

はない」とは言えない。特許出願の審査にあたっ

ては広く実情を調査すべきである。

　現在、ビジネスモデル特許に関しては、日本、米

国、及び欧州連合（EU）の特許庁が連携して対応

する動きが進んでいる。認定基準の国際調和をは

かること、ビジネスモデルのデータベースを緊急に

構築すること、審査情報を共有すること、情報源と

して企業、学術論文、裁判所の判例などにも広げ

ること等について協議が行われており、その一部

は、2000年7月に行われる主要国首脳会議（沖縄

サミット）の宣言に盛り込まれる見通しである。

結語

　特許の対象性が技術の発展にともなって拡大

されていくことは当然であるが、審査能力がそれ

に追いつかないと、現行のビジネスモデル特許の

ような極めて大きな弊害が起こる。これを国際協調

の場で解決する努力が進められているのは大変

喜ばしいことである。ただし問題点の根幹は、特

許行政の論理とインターネット文化の正面衝突に

あることを認識して、これを建設的に解決する努

力をすることが肝要である。

1 http://www.furutani.co.jp/office/ronnbun/BS/
BS17.html 古谷栄男　弁理士

2 http://www.barnesandnoble.com/ バーンズ＆ノー
ブル社のホームページ

3 http://www.priceline.com/ プライスライン社のホー
ムページ

4 AOL、ヤフー、ネットスケープ、アマゾン・ドット・コ
ム、プライスライン、インフォシーク、及びエキサイト
の7社

5 当時ヒューレットパッカードの社長

6 米国分類（US Class）には、ビジネスモデルにふさ
わしい分類「クラス705」が1996年に新設された。
定義は以下の通りである。

 "Data processing: financial, business practice,
management, or cost/price determination"

　「クラス705」には既に1996年に150件、1997年200
件、1998年410件、1999年には激増して約2,600件
が登録されている。

7  http://www.furutani.co.jp/office/ronnbun/BS/
BS9.html 古谷栄男　弁理士

8 1908年ホテル・セキュリティ社が取得した、レスト
ランにおける従業員の不正行為を防止するため
に集中管理の仕組みを施した帳簿管理方法に関
する特許をめぐる紛争において、裁判所は、この
経理処理方法に関する特許権は無効であるとの
判決を下した。これにより、ビジネス方法は特許の
対象とはなり得ないとのルール「ビジネス方法除
外の原則（Business Method Exception）」が長期
間にわたって定着してしまい、「ハブ＆スポーク特
許判決」により覆されるまで、長い間定説となって
いた

9 CAFCは1982年に特許法の適用における判決の
統一性と、特許事件のままに審理の迅速・低コスト
化を目的として設立された。全米の連邦地方裁
判所が扱った特許事件の控訴を専属的に管轄し
ている

トピック●ビジネスモデル特許の功罪



GLOCOM月報「智場」No. 56

17

10 http://www.law.emory.edu/fedcircuit/july98/96-
1327.wpd.html　判決全文収録

11 http://www.nichibenren.or.jp/news/315/01.htm
（日弁連新聞第315号）

12 http://www.netpreneur.ne.jp/ip/us_system.htm
｢日米のシステムと相違｣アメリカの制度

13紛争のうち先発明原則により優先が決定している
のは出願の10%程度であり、残りの90%程度は先
願主義的な処理が行われているのが実情

14特許法第29条第一項（1999年改正）「三　特許
出願前に日本国内又は外国において、頒布され
た刊行物に記載された発明又は電気通信回線を
通じて公衆に利用可能となった発明」

15第二条（定義）：この法律で「発明」とは、自然法則
を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
をいう

16 1999年12月特許庁調整課審査基準室

17 1999年12月 特許庁「ビジネス関連特許につい
て」  http://www.jpo-miti.go.jp/tousi/
38_34_4_0113.htm

18公定力とは、ある行政行為に瑕疵があると疑われ
る場合でも適法性の判断の優先権を行政機関に
認め，仮に違法なものであっても権限有る機関に
より取り消されるまで適法と推定することをいう。た
だし瑕疵が重大である場合には公定力は排除さ
れる。なお行政行為には拘束力、公定力、執行
力、不可争力、不可変更力の五つの効力がある

http://www.glocom.ac.jp/top/publication.j.html
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　6月14日、竹田陽子専任講師によるIECP読書会が
行われた。今回は、新世代3次元情報技術が製品開
発プロセスに与えるインパクトについて、6つの事例研
究をもとにした解説が行われ、今後の職務のあり方や
産業構造の変化の可能性に関して論じられた。

1．3次元CAD
　現在、製品開発の分野では、Rapid prototyping（試
作の高速造形）など情報技術の革新が起こっており、
これによって開発プロセスも、組織も、産業構造も変わ
り得る。特に3次元CADは、1993年頃より、2次元CADの
飽和状態に代わって普及し始めた。2次元CADは3次
元の製品を3方向から描くもので、製品イメージは掴み
にくい。80年末に登場した新世代3次元CADは、Solid
modelerと呼ばれ、立体の内部構造をデータとして持
つので、輪郭・表面だけでなく表裏の区別、容積・重
量計算ができ、設計のツールとして使われるように
なった。なお、3次元CADの登場で回数は減るものの、
強度・操作性・質感などでやはり試作は必要である。

2．プロセッサ－機能とメディア機能
　情報の送り手が手順に従ってコード化・伝送・加
工・蓄積処理を行うことがプロセッサー機能で、定型
的な演算処理、一定のフォーマット表示が特徴であ
る。これに対し、データの意味解釈が受け手に委ねら
れ、人と人の相互作用によって意味を伝達する機能
をメディア機能と呼ぶ。3次元CADは、これら両機能を
併せ持つ。

3．フロント・ローディング
　3次元CAD活用の最大のメリットは、メディア機能を
活用した企業内外での設計上の諸問題を早い段階
で認識し解決することによって開発期間短縮とコスト
削減を図ることである。これをFront loadingという。問
題解決のサイクルは、問題認識→代替案→モデル作

成→テスト→評価の繰り返しとなるが、前段ではメ
ディア機能が、後段ではプロセッサー機能が作用し、
6件の事例研究によれば、3次元CAD導入によって、量
産出図前の金型業者の設計への参加や公式非公式
の会合を通じてFront loadingは典型的に現れた。多
くの場合、製品品質は向上し、期間短縮は達成され
た。ただし、開発工数は短期的にはむしろ増える。また
デザイナーと設計者の分業関係が曖昧になり、顧客と
のインターフェースが要求され、新しいタイプの職人
が出現するなど分業構造、産業構造が変わる傾向が
ある。

4．3次元情報技術普及のポイント
　大企業の場合、1）トップダウンの意思決定、2）組
織・制度改革、3）短期的なマイナスを補う中長期的評
価方法が必要。部品・加工業者の場合、二代目など
後継者がいる場合は3次元導入には積極的。但し、人
的資源不足は逆に情報仲介業などビジネスチャンス
でもある。データ互換性の問題については、標準化・
変換技術・低廉化・JAVAなどパラダイム変換の4つが
絡んで解決していく。

5．最上流の情報技術
　最上流のコンセプト・デザイン（概念の可視化）はデ
ザイナーのアナログ感覚が重要であり、3次元化は遅
れている（未来技術研究所が挑戦中）。従来は、それ
以降のエンジニアリング・デザイン（コンセプトの具現
化）およびプロセス・デザイン（商品化）の順だが、3次
元化によって、コンセプト・デザインの試行錯誤の段階
から次の段階のデザインを開始できる。最上流のプロ
セスこそ顧客につながる部分であり、3次元モデルで
プレゼンテーションを行うことで顧客の意見を聴取で
き、あるいは顧客自身による3次元化による設計注文
に発展し、より付加価値のあるサプライチェーンの一
巡が期待できる。   小林寛三（フェロー）

● IECP読書会レポート

『プロダクト・リアライゼーション戦略
3次元情報技術が製品開発組織に与える影響』 竹田陽子著

http://www.glocom.ac.jp/top/publication.j.html
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　いまインターネットで最大の話題は、ファイル交換システム"ナプス

ター"だろう。これは去年、当時19歳のアメリカの大学生、ショーン・

ファニングが開発したソフトウェアで、これを起動すると自動的にナ

プスターのサーバに接続し、同時に接続しているパソコンのハード

ディスクに入っているMP3ファイルを検索してコピーできるしくみだ。

　これまでにもMP3ファイルをダウンロードできるウェブサイトはあっ

たが、ホームページに出ているものしか検索できなかった。ところが、

ナプスターは世界中のユーザーのパソコンを検索して直接コピーで

きる。いわば、他人のレコード棚をのぞいて「それ貸してよ」といってコ

ピーするようなものだ。

　技術的にはどうということもないソフトウェアだが、1年あまりでユー

ザーが1000万人を超える爆発的な人気となり、レコード業界などか

ら「著作権の侵害だ」として訴訟を起こされる騒ぎになった。

　日本では、もっぱらそういうグレーな部分が強調されるが、実際に

使ってみると、「これはウェブ・ブラウザ以来の画期的なアイディア

だ」というマーク・アンドリーセンの言葉の意味がよくわかる。なにし

ろ、これがあればウェブがなくても、世界中のユーザーのパソコンが

そのまま配信サーバになるのだ。

　これに対して、ヘビー・メタル・バンドのメタリカは「海賊行為だ」と

抗議し、メタリカの曲を持つ数万人のユーザーのアカウントがサーバ

から削除された。また、「ビートルズの未発表曲」と偽って雑音を流す

事件なども起きているので要注意だ。

　他方で、これを歓迎するミュージシャンも多い。コートニー・ラブ（パ

ンク・ロック・バンドのホールのリーダー）は、レコード会社を脱退して

ナプスターで音楽を売るインターネット上の独立系レーベルを設立

する。「レコード会社こそ、ミュージシャンの上前をはねる海賊だ」とい

うのが彼女の主張だ。

　音楽ファンとしては、古いシングル盤や海賊盤にしか入っていない

曲を聞くことができるのはうれしい。特に、現代音楽やフリー・ジャズな

どのジャンルでは、レコードがすぐ廃盤になってしまうので、ナプスター

は強い味方だ。

　録音の機会に恵まれないクラシックの演奏家やインディ系のバン

ドが、MP3でデビューするケースも増えている。彼らにとっては、著作

権料をもらうことより聞いてもらうこと自体が大事なのである。

　マルチメディアの普及の最大の障害になっているのは、著作権と

いう300年以上前にできた制度がデジタル情報を想定していないた

め、過剰にコピーを規制するしくみになっていることだ。ナプスターが

これほど圧倒的な支持を得たのは、旧態依然としたメディアの世界

に対するユーザーの反乱だともいえるだろう。

　たぶん「パンドラの箱」はもう開いたのだ。これからは音楽だけでな

く、映像もこうした超分散型のシステムで共有されるようになるだろ

う。それは、著作権の壁に阻まれてきたマルチメディア・ビジネスが開

花するきっかけとなるかもしれない。新しいメディアのあり方は、訴訟

やロビー活動によってではなく、市場で決めるべきである。

●エッセイ

私、ナプスターの
味方です
池田信夫（主任研究員）

http://www.glocom.ac.jp/top/publication.j.html
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　本論文は、GLOCOMの研究事業の一環として

行われた「品川区地域活性化・情報プラットフォー

ム（SJP）」の構築と実証実験から、中小企業の情報

化と地域活性への一つの解決策を提示しようとい

うものである。

　筆者たちが実証実験期間中もち続けた問題意

識は、「中小の事業主は厳しい環境変化の中、新

たな展開を日々模索している」というものであった

という。中小企業は、従来の下請け取引の中で、仕

事量の安定以外にも様 な々メリットを受け取ってき

た。しかし、それは裏を返せば依存関係でもあり、

脱系列化や市場環境の変化によって、そうしたメ

リットが受けられなくなると、中小企業は大きな打

撃を受けることになる。そこで、地域の中小企業経

営者は、新しい取引関係の構築、情報の入手・交

換・発信手段の確保、外部資源との連携・活用と

いう、具体的な成果を情報ネットワークに期待して

いるという。

　こうした中小企業のニーズに応える形で企画さ

れたのが、「品川区地域活性化・情報プラット

フォーム」である。これは、従来の系列関係では必

要とされていなかった情報交換機能を補完し、企

業の課題解決のため、外部資源を有効に活用す

る仕組みを提供しようとするものである。

　今回の実証実験では、「事業支援」、「分業・協

働」、「地域情報化サービス」の三層からなるプラッ

トフォームを想定し、各サブ・プラットフォーム上に

それぞれ2個（計6個）の「支援モジュール」が設

計・開発された。つまり、第一に、対象事業所の経

営資源の長所と短所について自己診断を行う「経

営資源分析支援」、第二に、従業者の資格や資質

および事業主の育成意欲を診断・分析し、事業主

と対象従業者、専門家の三者が面談して育成プ

ログラムの概要を設計する「人材育成・後継者支

援」、第三に、企業間の情報交流に関する意欲や、

新しい事業分野を開拓しようとする姿勢を診断す

る「企業間情報支援」、第四に、インターネット利用を

促進する「情報技術導入支援」、第五に、事業所の

標準インタフェース利用状況と採用意欲の診断を

行う「標準インタフェース採用支援」、第六に、他の

五支援モジュール分野で、行政情報がどのように

活用されるのか調査する「行政情報活用」である。

　このようなプラットフォームに基づく実証実験の

結果、中小企業の事業主・従業員と、高いコンサ

ルティング能力を持った専門家とが、情報プラット

フォーム上で交流・協働することにより、「経営・技

術・人材」といった中核的課題を解決していくこと

が可能であることが明らかになったという。そし

て、地域情報プラットフォームによる事業主・従業

員・専門家の交流・協働実験は、今後進められる

情報化による地域活性化に大きな可能性をもたら

したと筆者たちは述べている。

　しかし、こうした試みを支援する態勢が、他の地

域でも充分整っているとはいえない。今後、情報プ

ラットフォームが各地に構築され、地域の活性化を

推進していくには、関係各方面の協力が不可欠で

あり、特に行政とその関係機関には、従来の姿勢

にとらわれず、思い切った発想の転換をして地域

活性化の中核となることが強く求められる。事業主

も、相互理解と自立に基づく協働関係をいっそう

広げる努力を行わなければならない。

　筆者たちは、さらに、今回の実証実験を基に発

展させた情報プラットフォームとして、個人・組織・

集団の自助努力を活かす「マッチング・プラット

フォーム」構想を検討している。
土屋大洋（主任研究員）

●今月のGLOCOM Review

『「品川区地域活性化・情報プラット
フォーム」の開発実証』西山裕・田尾宏文著

http://www.glocom.ac.jp/top/publication.j.html
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